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別 紙 
 

 

令和 7年 8月 20 日 

          （名称）嬉野市地域公共交通活性化協議会 

会長 早瀬 宏範          
  

１．地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性 

嬉野市においては、自ら交通手段を有しない高齢者や学童等のいわゆる交通弱者を含めた地

域住民の生活に必要な移動手段の確保のため、国道 34号や国道 498 号等の幹線道路を走る生活

交通路線バスと、それにアクセスする形で県道等を走る廃止路線代替バスと呼ばれる路線が走

っている。 

しかしながら、いずれの路線についても便数が少なく利便性が十分でない中、地域内の移動

はマイカーが主体となっていること、旅館、病院やデイサービス等の送迎を利用されているこ

となどから、バス利用者は減少の一途をたどっており、これに比例して収益も減少し、ほとん

どの路線が赤字路線となっている。 

また、当市は市土の多くが山林で、山間部に小規模な集落が点在している。平成 21年 9月に

は、その集落（春日地区、大野原地区）と市街地とを結ぶ路線バスが廃止されたが、利用者は

集落の高齢者の通院、児童の通学がほとんどであり、日常生活に必要不可欠な路線であったた

め、平成 21 年 10 月から地域公共交通活性化・再生総合事業を活用し、両地区とも乗合タクシ

ーを運行することで交通空白地域が解消された。 

春日地区、大野原地区については高齢者数が著しく増加していることから、当該地区住民の

生活を守るため、今後も地域公共交通確保維持事業により運行を継続することで、交通手段の

確保・維持を図ることが必要不可欠である。 

 

２．地域公共交通確保維持事業の定量的な目標・効果 

（１）事業の目標 

高齢化の進展に伴い、マイカー運転困難者の増加が予想されるため、当該路線を維持するこ

とによる地域住民の安心・安全な移動手段の確保、ならびに利用者ニーズを把握しながら効率

的かつ利便性を維持・向上させることにより、1人あたりの運行コストについて以下のような目

標を設定する。 

 

（Ｒ６年度の実績）※Ｒ６年度乗合タクシー収支実績参照 

春日線    ２，５００円/人 

大野原線   １２，１００円/人 ※路線定期 

 

        （Ｒ８年度目標）  (Ｒ９年度目標)   (Ｒ１０年度目標) 

春日線    ２，４７０円/人  ２，４５０円/人  ２，４２０円/人 

大野原線   ５，８４０円/人  ５，７８０円/人  ５，７２０円/人 （路線定期） 

         運行率 30％    運行率 30％     運行率 30％ （路線不定期） 

（数値目標については、春日線は直近年度の概ね▲１％、大野原線は路線定期

における運行分ついては乗車密度 2.0 以上想定して算出し直近年度の概ね▲

１％としている。なお、路線不定期運行にかかる目標については、補助の対象

となる計画運行回数 381 回の 30％にあたる 115 回の運行を目標とし、当面は

30％を目指すことを目標とする。) 
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（２）事業の効果 

 

春日線、大野原線を運行継続させることにより、春日地区、大野原地区の高齢者の通院、児

童の通学などいわゆる交通弱者にとって日常生活に必要不可欠な移動手段が確保され、併せて、

現在行われている家族や近所の方による送迎移動についても負担軽減が図られる。 

更には利便性の高い交通ネットワークを構築することで、幹線バス、高速バス、鉄道など複

数の交通手段を円滑に乗り継ぐことにより広域的な移動が実現できる。 

 

３．２．の目標を達成するために行う事業及びその実施主体 

  

・嬉野市地域公共交通計画に基づいた取り組みの推進（嬉野市） 

・バス停の環境改善や停留所等の標識の整備（嬉野市、事業者） 

 ・市報等による乗合タクシー利用者増加に向けた啓発の実施等を行う。（嬉野市） 

 

４．地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び 

運送予定者 
 

地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱「表１」を添付 

 

① 予定している時刻表・運行予定期間 

  別添 時刻表 参照 

 

② 運送事業者の決定方法 

運送事業者の選定にあたっては、平成 21 年 10 月に地域公共交通活性化・再生総合事業

による運行を開始する際、市内のタクシー事業者 2 社に運行が可能であるかどうかを確認

したところ、うち 1 事業者が運行を辞退したため事業者 1 社を選定した。当該事業者は嬉

野地区（春日地区、大野原地区を含む）が主な営業エリアであり、加えて令和 7 年 4 月よ

り嬉野地区が主な営業エリアとする事業者は当該事業者のみであり、地元の交通事情に熟

知し、緊急時の対応能力もあるため、運送事業者として適切であると判断した。 

また、嬉野市乗合タクシー(春日線、大野原線)運行業務は継続的な要素が大きい為、地

方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号及び嬉野市財務規則に基づき、これまでの運行

実績も豊富で、かつ利用者にとっても以前と変わらず利便性を維持確保できる「温泉タク

シー株式会社」と随意契約をした。 

 

③ 補足資料 

嬉野市乗合タクシー(春日線、大野原線)については、交通空白地域を路線定期運行で走

らせることにより、山間部の小規模な集落、病院、学校、公民館等を経由し市街地を結ぶ

ことで、地域住民(特に高齢者や児童)の交通手段を確保した。 

なお、利用が低迷していた大野原線については、令和 8 年度より持続可能かつ需要に応

じた運行になるよう、路線不定期運行を導入することとした。 

 

④路線図 

 別添 路線図 参照 

 

 

５．地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額 

 

嬉野市地域公共交通活性化協議会から運行事業者への補助金額については、運行収入を運行

経費から差し引いた差額分を負担することとしている。 
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６．２．の目標・効果の評価手法及び測定方法 

  

・利用者数や収支について、数値指標によるモニタリング・評価を実施 

 

７．別表１の補助対象事業の基準ホただし書に基づき、協議会が平日１日当たりの

運行回数が３回以上で足りると認めた系統の概要 

【地域間幹線系統のみ】 

該当なし 

８．別表１の補助対象事業の基準ニに基づき、協議会が「広域行政圏の中心市町村

に準ずる生活基盤が整備されている」と認めた市町村の一覧 

【地域間幹線系統のみ】 

該当なし 

９．生産性向上の取組に係る取組内容、実施主体、定量的な効果目標、実施時期及

びその他特記事項 

【地域間幹線系統のみ】 

該当なし 

10．地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要 

【地域内フィーダー系統のみ】 

表５を添付。 

11．車両の取得に係る目的・必要性 

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよ

うとする場合のみ】 

該当なし 

12．車両の取得に係る定量的な目標・効果 

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよ

うとする場合のみ】 

（１）事業の目標 

 該当なし 

（２）事業の効果 

 該当なし 

13 車両の取得計画の概要及び車両の取得を行う事業者又は地方公共団体、要する費

用の総額、負担者とその負担額【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式

車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

該当なし 

14．老朽更新の代替による費用の削減等による地域公共交通確保維持事業における

収支の改善に係る計画（車両の代替による費用削減等の内容、代替車両を活用

した利用促進策） 

【公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

該当なし 

15．貨客混載の導入に係る目的・必要性 

【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

 該当なし 

16．貨客混載の導入に係る定量的な目標・効果 

【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

（１）事業の目標 
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 該当なし 

（２）事業の効果 

 該当なし 

17．貨客混載の導入に係る計画の概要、要する費用の総額、内訳、負担者及び負担

額【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

該当なし 

18．協議会の開催状況と主な議論 

平成 20年 6月 2 日（第 1回） 

平成 20年 8月 12 日（第 2回） 

平成 20年 9月 4 日（第 3回） 

平成 20年 10 月 3 日（第 4回） 

平成 20年 11月 27 日（第 5回） 

平成 21年 1月 29 日（第 6回） 

平成 21年 2月 26 日（第 7回） 

平成 21年 7月 9 日（第 8回） 

平成 22年 2月 15 日（第 9回） 

平成 22年 6月 19 日（第 10 回） 

平成 23年 2月 23 日（第 11 回） 

平成 24年 3月 28 日（第 12 回） 

平成 25年 3月 25 日（第 13 回） 

平成 25年 6月 27 日（第 14 回） 

平成 26年 3月 26 日(第 15 回) 

 

平成 26 年 6月 25 日(第 16 回) 

 

平成 27 年 3月 20 日(第 17 回) 

平成 27 年 6月 23 日(第 18 回) 

平成 28 年 2月 19 日(第 19 回) 

 

平成 28 年 6月 23 日(第 20 回) 

平成 29 年 3月 21 日(第 21 回) 

 

平成 29 年 6月 23 日（第 22 回） 

平成 30年 3月 27 日（第 23 回） 

 

平成 30年 6月 22 日（第 24 回） 

 

平成 31年 2月 27 日（第 25 回） 

 

令和元年 6月 25 日（第 26回） 

 

令和 2年 2月 26 日（第 27回） 

 

令和 2年 6月 26 日（第 28回） 

令和 3年 2月 19 日（第 29回） 

 

令和 3年 3月 25 日（第 30回） 

令和 3年 6月 25 日（第 31回） 

令和 3年 9月 30日（R3年度第 2回） 

令和 4年 1月 14日（R3年度第 3回） 

令和 4年 2月 24日（R3年度第 4回） 

令和 4年 3月 22日（R3年度第 5回） 

 

令和 4年 6月 24日（R4年度第 1回） 

令和 5年 1月 13日（R4年度第 2回） 

令和 5年 3月 23日(R4年度第 3回) 

令和 5年 6月 23日(R5年度第 1回) 

令和 5年 1月 10日（R5年度第 2回） 

令和 6年 2月 21日(R5年度第 3回) 

令和 6年 6月 25日(R6年度第 1回) 

令和 7年 1月 6 日(R6 年度第 2回) 

令和 7年 3月 24日(R6年度第 3回) 

令和 7年 6月 23日(R7年度第 1回) 

 

 

協議会設立、事業内容について協議 

地域公共交通総合連携計画策定について説明 

同連携計画策定について議論 

同連携計画策定について経過説明 

H20 年度事業計画・予算について合意 

同連携計画（素案）について説明、合意 

同連携計画について合意 

H20 年度事業報告・予算,H21 年度事業計画・予算について合意 

運行計画の変更、H22 年度事業計画・予算について合意 

H21 年度事後評価について合意 

H22 年度事後評価、H23 年度事業計画・予算について合意 

H23 年度事後評価、H24 年度、H25 年度事業計画・予算について合意 

H24 年度事後評価、H25 年度、H26 年度事業計画・予算について合意 

H24 年度事業の決算監査報告・決算認定、H26 年度生活交通ネットワーク計画の承認 

H25 年度事業評価(案)の承認、H25 年度事業実績の承認、H25 年度補正予算(案)の承認、

H26 年度当初予算(案)・事業計画(案)の承認 

H25 年度事業の決算監査報告・決算認定、H27 年度生活交通ネットワーク計画の承認 

H26 年度事業評価(案)の承認、H26 年度事業実績の承認、H26 年度補正予算(案)の承認、

H27 年度当初予算(案)・事業計画(案)の承認 

H26 年度事業の決算監査報告・決算認定、H28 年度生活交通確保維持改善計画の承認 

H27 年度事業評価(案)の承認、H27 年度事業実績の承認、H27 年度補正予算(案)の承認、

H28 年度事業計画(案)・当初予算(案)の承認 

H27 年度事業の決算認定・決算監査報告、H29 年度生活交通確保維持改善計画の承認 

H28 年度事業評価(案)の承認、H28 年度事業実績の承認、H29 年度事業計画(案)・当初

予算(案)の承認 

H28 年度事業の決算認定・決算監査報告、H30 年度生活交通確保維持改善計画の承認 

H29 年度事業評価(案)の承認、H29 年度事業実績の承認、H30 年度事業計画(案)・当初

予算(案)の承認 

H29 年度事業の決算認定・決算監査報告、H31 年度生活交通確保維持改善計画の承認、

運賃割引に関する承認 

H30 年度事業評価(案)の承認、H30 年度事業実績の承認、H31 年度事業計画(案)・当初

予算(案)の承認 

H30 年度事業の決算認定・決算監査報告、R2 年度生活交通確保維持改善計画の承認、運

賃割引に関する承認 

R2 年度事業評価(案)の承認、R1年度事業実績の承認、R2年度事業計画(案)・当初予算

(案)の承認 

R1 年度事業の決算認定・決算監査報告、R3 年度生活交通確保維持改善計画の承認 

R2 年度事業評価(案)の承認、R1年度事業実績の承認、R3年度事業計画(案)・当初予算

(案)の承認 

嬉野市地域公共交通計画策定に向けた事前調査の結果及び基本方針（案）の提示 

R2 年度事業の決算認定・決算監査報告、R4 年度生活交通確保維持改善計画の承認 

嬉野市地域公共交通計画の目標と方向性を決定 

R3 年度事業評価(案)の承認 

嬉野市地域公共交通計画の素案とパブリックコメント実施の承認 

嬉野市地域公共交通計画（案）の承認、R3年度事業実績の承認、R4年度事業計画(案)・

当初予算(案)の承認 

R3 年度事業の決算認定・決算監査報告、R5 年度生活交通確保維持改善計画の承認 

R4 年度事業評価(案)の承認 

R4 年度事業実績の承認、R5 年度事業計画(案)・当初予算(案)の承認 

R4 年度事業の決算認定・決算監査報告、R6 年度生活交通確保維持改善計画の承認 

R5 年度事業評価(案)の承認 

R5 年度事業実績の承認、R6 年度事業計画(案)・当初予算(案)の承認 

R5 年度事業の決算認定・決算監査報告、R7 年度生活交通確保維持改善計画の承認 

R6 年度事業評価(案)の承認 

R6 年度事業実績の承認、R7 年度事業計画(案)・当初予算(案)の承認 

R6 年度事業の決算認定・決算監査報告、R8 年度生活交通確保維持改善計画の承認 
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19．利用者等の意見の反映状況 

 
協議会は各地区代表者・老人クラブ・民生児童委員・学校関係者などで構成されており、利

用者の代表として審議に参加されている。 

住民からの意見・要望等は事務局が直接受け付け、協議会へ報告し、対応について協議を行

っている。また、市報等による乗合タクシー利用者増加に向けた啓発を行いたい。 

 

 

 

【本計画に関する担当者・連絡先】 

（住 所）佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿乙 1185     

（所 属）嬉野市 建設部新幹線・まちづくり課   

（氏 名）岸川 椋亮               

（電 話）0954-27-7020              

（e-mail）kishigawa-ryousuke@city.ureshino.lg.jp 
 

注意： 本様式はあくまで参考であり、補助要綱の要件を満たすものであれば、この様式によら

なくても差し支えありません。 

実際の計画作成に当たっては補助要綱等を踏まえて作成をお願いいたします。 

    各記載項目について、地域公共交通利便増進実施計画及び地域旅客運送サービス継続実

施計画を作成している場合には、当該計画から該当部分を転記したり、別添○○計画△節

のとおり、等として引用したりすることも可能です。（ただし、上記２．・３．については、

地域公共交通利便増進実施計画及び地域旅客運送サービス継続実施計画に定める目標、当

該目標を達成するために行う事業及びその実施主体に関する事項との整合性を図るように

して下さい。また、地域公共交通計画全体として、協議会における協議が整った上で提出

される必要があります）。 

 

※該当のない項目は削除せず、「該当なし」と記載して下さい。 
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表１　地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運送予定者（地域内フィーダー系統） 令和８年度

起点 経由地 終点 運行態様の別

基準ハで
該当する
要件（別
表７・９）

補助対象地域間幹線系統
等と接続の確保

基準ホで該当
する要件
（別表７のみ）

往 11.8km

復 11.8km

往 14.6km

復 14.6km

往 14.6km

復 14.6km

.km

.km

.km

.km

.km

.km

.km

.km

.km

.km

.km

.km

.km

.km

（注）

１．乗用タクシーによる運行の場合は、「運行系統名等」に運賃低廉化を行う運行サービスの名称を記載すること。

２．区域運行又は乗用タクシーによる運行の場合は、運行系統の「経由地」に営業区域又は運賃低廉化対象地域を記載することとし、「起点」、「終点」及び「系統キロ程」について記載を要しない。

３．「系統キロ程」については、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで記載すること。なお、循環系統の場合には、往又は復のどちらかの欄にキロ程を記載し、もう片方の欄に「循環」と記載すること。

４．「利便増進特例措置」及び「運送継続特例措置」については、利便増進計画又は運送継続計画の認定を受け、地域内フィーダー系統に係る特例措置の適用（別表９又は別表１０）を受けて補助対象となる場合のみ「○」を記載すること。

５．「運行態様の別」については、路線定期運行、路線不定期運行、区域運行、乗用タクシーによる運行の別を記載すること。

６．「補助対象地域間幹線系統等と接続の確保」については、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域間幹線系統又は地域間交通ネットワークとどのように接続を確保するかについて記載すること。

７．乗用タクシーによる運行の場合は、「運行系統名」「利便増進特例措置」について記載を要しない。

８．本表に記載する運行予定系統を示した地図及び運行ダイヤを添付すること。乗用タクシーによる運行の場合は、営業区域を示した地図を添付すること。

嬉野市

嬉野温泉駅

(3)

(1)

(2)

路線不定期 ①
補助対象地域間幹線系統である祐徳
自動車㈱の嬉野線と嬉野医療セン
ターにて接続

③

運行系統

系統
キロ程

地域内フィーダー系統の基準適合
（別表７・別表９・別表１０）

宇漬橋 金松入口 嬉野温泉駅

大野 ユースポ前

宇漬橋 金松入口

温泉タクシー㈱ 春日線

①
補助対象地域間幹線系統である祐徳
自動車㈱の嬉野線と嬉野医療セン
ターにて接続

③路線定期240日 120.0回

240日 381.0回

運送予定者名市区町村名
運行系統名
（申請番号）

路線定期 ①
補助対象地域間幹線系統である祐徳
自動車㈱の嬉野線と嬉野医療セン
ターにて接続

③羽口坂 240日 381.0回

計画運
行日数

計画運
行回数

利
便
増
進
特
例
措
置

大野原線

大野原線

温泉タクシー㈱

温泉タクシー㈱

運
送
継
続
特
例
措
置
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前前

大野原線路線図（見直し後）
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別添２「時刻表」

◆嬉野市のりあいタクシー時刻表

【春日線】（大野～ユースポ入口）

0:30

11.8

春1 第1便 大野 ⇒
ユース
ポ入口

春2 第2便
ユース
ポ入口

⇒ 大野

春3 第3便 大野 ⇒
ユース
ポ入口

春4 第4便
ユース
ポ入口

⇒ 大野

【大野原線】（平重～嬉野医療センター）

0:46

14.6

大1 第1便
嬉野温
泉駅

⇒ 宇漬橋

大2 第2便 宇漬橋 ⇒
嬉野温
泉駅

大3 第3便
嬉野医
療C

⇒ 宇漬橋

大4 第4便 宇漬橋 ⇒
嬉野医
療C

大5 第5便
嬉野温
泉駅

⇒ 宇漬橋

運行日 運行便

月～金 春１、春４、大１、大2、大5

月、水、金 春２、春３、大3、大4

宮の上 両岩 洗切停留所 大野 上春日 春日 分校前
新道赤
瀬

嬉野市
役所前

ユース
ポ入口

井手川
内

嬉野医
療C

築城
温泉4
区

昭和通
り

0:01 0:02 0:02

中山羽口坂 上皿屋 下皿屋
西吉田
入口

西吉田
下山

兎鹿野
入口

横竹ダ
ム

岩の下
吉田公
民館前

距離(㎞) 0.4 0.3 0.3 1.1

0:01 0:01 0:01 0:000:01 0:01 0:01 0:01 0:01 0:01

1.2 0.3 0.3 0.4

所要時間 0:01 0:01 0:01 0:03 0:03 0:01 0:01 0:00 0:010:01 0:03

0.2 0.60.5 0.6 0.5 0.4 0.1

7:32 7:34 7:36

0.40.3 0.5 0.2 0.3 0.4 0.90.5 1.1

12:00 11:59 11:58 11:57 11:54

7:43 7:44 7:45 7:457:37 7:38 7:39 7:40 7:41 7:42

11:49 11:48 11:47 11:46

7:25 7:26 7:27 7:28 7:31 7:52 7:53 7:54 7:54 7:557:46 7:49

11;31 11:3011:39 11:36 11:33 11:32

12:17 12:19 12:21

11:4011:45 11:44 11:43 11:42 11:41 11:4011:53 11:51

16:30 16:29 16:28 16:27 16:24

12:28 12:29 12:30 12:3012:22 12:23 12:24 12:25 12:26 12:27

16:19 16:18 16:17 16:16

12:10 12:11 12:12 12:13 12:16 12:37 12:38 12:39 12:39 12:4012:31 12:34

16:01 16:0016:09 16:06 16:03 16:0216:1016:15 16:14 16:13 16:12 16:11 16:1016:23 16:21

曙橋
嬉野温
泉
BC前

嬉野老人
福祉セン
ター前

ユース
ポ入口

所要時間 0:04 0:05 0:03 0:01 0:02

金松入
口

清水 加杭
熊野神
社前

下岩屋
一区

下岩屋
公民館

停留所 宇漬橋 平重 泉水 大野原 一位平
野仁田
入口

鹿谷

距離(㎞) 1.0 1.9 0.5 0.4

0:03 0:05 0:06 0:02

8:09 8:11 8:12 8:13 8:15

14:54 14:50 14:45 14:42 14:41

7:53 7:58 8:04 8:06 8:07 8:087:35 7:39 7:44 7:47 7:48 7:50

14:21 14:20 14:18 14:17 14:16 14:1414:39 14:36 14:31 14:25 14:23 14:22

15:33 15:35 15:36 15:37 15:39

17:46 17:42 17:37 17:34 17:33

15:17 15:22 15:28 15:30 15:31 15:3214:59 15:03 15:08 15:11 15:12 15:14

17:13 17:12 17:10 17:09 17:08 17:0617:31 17:28 17:23 17:17 17:15 17:14

7:30 7:26 7:21 7:18 7:18 7:17

嬉野市
役所前

昭和通
り

温泉四
区

0:01 0:00 0:01

0.4 0.2 0.3 0.3 0.6 0.60.7 1.1 1.7 1.6 0.7 0.5

0:01 0:02 0:01 0:01 0:02

7:15 7:12 7:07 7:01 6:58 6:57 6:56 6:54 6:53 6:52 6:50

0:01 0:01

14:09

6:49 6:49 6:48 6:47 6:45

嬉野温
泉駅

0:01 0:02 0:01

嬉野医
療C

0.4 0.3 0.5

築城

0.6 0.2 0.1

17:00

8:21

6:44

14:08

15:4515:40 15:40 15:41 15:42 15:44

17:05 17:05 17:04 17:03 17:01

8:16 8:16 8:17 8:18 8:20

14:13 14:13 14:12 14:11
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表５　地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要

（単位：人）

　交通不便地域等の内訳

（１）記載要領

１．

２．

３．

４．

５．

６．

（２）添付書類
１． 「人口集中地区以外の地区」及び「交通不便地域等」の区分が分かる地図を添付すること。

（ただし、全域が交通不便地域等となる場合には省略可）

市区町村名 嬉野市

人　口

人口集中地区以外 25,848

交通不便地域等 0

人　口 対象地区 根拠法

　地域公共交通計画、地域公共交通利便増進実施計画、地域旅客運送サービス継続実施計画の策定
年月日及び特例適用開始年度

計画名 策定年月日 特例適用開始年度

嬉野市地域公共交通計画
R4.3.25　策定

R7.8.20　一部改訂

「特例適用開始年度」の欄は、地域公共交通利便増進実施計画又は地域旅客運送
サービス継続実施計画を策定し、特例を適用する場合に記載すること。

人口は最新の国勢調査結果を基に記載すること。ただし、地方運輸局長等が指定す
る交通不便地域の場合は、申請する年度の前年度の３月末現在の住民基本台帳を
基に記載すること。

「人口集中地区以外」の欄は、国勢調査結果により設定された人口集中地区に該当し
ない地区の人口を記載すること。

「交通不便地域等」の欄は、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱（以
下、「交付要綱」という。）の別表７（ハ②（１））に記載のある過疎地域の人口、交付要
綱別表７（ハ②（２）（実施要領の２．（１）⑪））に基づき地方運輸局長等が指定する交
通不便地域の人口及び交付要綱別表７リに基づき地方運輸局長等が認める地域の
合計（重複する場合を除く）を記載すること。

「対象地区」の欄には、当該市町村の一部が交付要綱別表７（ハ②（１））に掲げる法律
（根拠法）に基づき地域指定されている場合に、根拠法ごとに当該区域の旧市町村名
等を記載すること。また、地方運輸局長等が指定する交通不便地域等が存在する場
合には、該当する区域名を記載すること。

「根拠法」の欄は、交通不便地域を地方運輸局長等が指定した場合は、「局長指定」と
記載すること。また、乗用タクシー以外での輸送が著しく困難であるものとして地方運
輸局長等が認めた場合は、「局長指定（乗用）」と記載すること。
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